
第５回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和７年６月 25日（水曜）    午前９時 30分 開会 

休 憩 9:45-48 

                  午前９時 59分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 中田智惠子  

副委員長 菊池 秀明 委 員 立川 美穂  

委 員  木村 淳彦 委 員 鈴木 健充  

委 員  堀切  忠  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 大石真澄 

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

 

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 議会だより７月号の編集について       当日資料１ 

イ 議会だより８月号の編集企画について       資料２ 

ウ 令和６年度議会白書について           資料３ 

エ 第１回モニター会議の意見の取扱いについて    資料４ 

オ 議会費補正予算案について            資料５ 

カ R7白樺高校との包括連携協定事業案について    資料６ 

キ R7芽室高校との意見交換会開催要領案について   資料７ 

ク 議会ホットボイスについて            資料８ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和７年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 議会だより７月号の編集について  当日資料１ 



・木村委員：全６ページ。校了は６月26日（木曜）。発行は７月11日（金曜）。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・委員長：他にないか？ 

（質疑なし） 

・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。 

 

イ 議会だより８月号の編集企画について  資料２ 

・木村委員：全６ページ。校了は７月28日（月）予定。発行は８月12日（火）。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・委員長：他にないか？ 

（質疑なし） 

・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。 

 

ウ 令和６年度議会白書について  資料３ 

・菊池副委員長：昨年度から内容を一部改正したものである。本日の協議を踏まえ

て、共通認識を図った後に速やかに発行したい。全82ページ編集となった。なお、

昨年改正時の意見を踏まえて、毎年発行するものを「概要版」から「単年度版」と

改称し、必要に応じて「任期版」と「完全版」を発行する旨の規定の改正を、昨年

10月1日から施行していることを申し添える。 

  ・委員長：意見・質疑はないか？ 

  ・（意見・質疑なし） 

  ・委員長：説明のとおり、議運として決定することに異議ないか？ 

  ・（異議なし） 

  ・委員長：決定する。なお、白書の発行は「６月中」と作成要領で規定していること

から、この後速やかにホームページ等で公開し、７月１日開催予定の次回全員協

議会では報告の位置付けで、共通認識を図ることとする。 

 

エ 第１回モニター会議の意見の取扱いについて  資料４ 

・菊池副委員長：前回の全員協議会（第２回：6月18日開催）で議会内共通認識を図

ったとおり、モニター会議で出された意見について、各委員会ごとにフローに基

づき対応を整理することとしたため、議運に対する意見の取扱いを協議する趣旨

である。資料４で説明する。「１：会議実績」と「２：会議総括」は前回議運で共

有しているので説明は割愛する。「３：議会運営委員会所管事務に対する意見対応

（案）」として、議会広報（SNS）への意見は、議運としても、すでに今年度の活

性化策に掲げていることから、この取組みを次回モニター会議で報告するなどし、

公表しようとする提案である。 



  ・委員長：意見・質疑はないか？  

  ・（意見・質疑なし） 

  ・委員長：説明のとおり、議運として決定することに異議ないか？ 

  ・（異議なし） 

  ・委員長：決定する。 

 

オ 議会費補正予算案について  資料５ 

・総務係長：資料説明（厚生文教常任委員会における先進地事務調査関連経費の追加

補正予算案） 

  ・委員長：意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

  ・委員長：説明のとおり、議運として決定することに異議ないか？ 

  ・（異議なし） 

  ・委員長：決定する。なお、次回全員協議会（７月１日開催予定）で協議し、合意形

成を図ることとする。 

 

カ R7白樺高校との包括連携協定事業案について  資料６ 

・菊池副委員長：去る６月５日に議運正副で白樺高校を訪問し、今年度の事業日程に

ついて、先方と協議した結果を共有したい。詳細は今後の協議となることを申し

添える。資料説明（「１：目的」「２：事業根拠」「３：実施概要」） 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

  ・木村委員：昨年実施した結果を踏まえて、議会として整理した課題については、今

後の学校との協議により整理すると捉えて良いか？ 

  ・委員長：お見込みのとおり。 

  ・（意見・質疑なし） 

  ・委員長：説明のとおり、議運として決定することに異議ないか？ 

  ・（異議なし） 

  ・委員長：決定する。なお、次回全員協議会（７月１日開催予定）で協議し、合意形

成を図ることとする。 

 

キ R7芽室高校との意見交換会開催要領案について  資料７ 

・菊池副委員長：ただいま説明した白樺高校同様に去る６月５日に議運正副で芽室

高校を訪問し、今年度の事業日程について、先方と協議した結果を共有したい。詳

細は今後の協議となることを申し添える。資料説明（「１：目的」「２：事業根拠」

「３：日程」「４：場所」「５：事業の留意事項」） 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

  ・（意見・質疑なし） 

  ・委員長：説明のとおり、議運として決定することに異議ないか？ 

  ・（異議なし） 

  ・委員長：決定する。なお、次回全員協議会（７月１日開催予定）で協議し、合意形



成を図ることとする。 

 

ク 議会ホットボイスについて  資料８ 

・委員長：受理した「ホットボイス」について、取扱いを協議したい。まず最初に、

「議会ホットボイス取扱基準（以下「基準」という。）第３条（取扱い）」として、

「受理したホットボイスは原則として、その取扱いを議会運営委員会に諮るもの

とする。」としていることから、この場で協議することを最初に共有する。異議な

いか？ 

・（異議なし） 

・委員長：次に「取扱いの可否」（「基準」第３条第２号のア）」について協議する。

「議会ホットボイス取扱基準」の「第３条第３号」を御覧いただきたい。今回受理

したホットボイスは、ここに規定される全ての項目（「特定者への誹謗中傷」等７

項目）に該当しないとみなし「取り扱うこと」としたい。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。次に「回答の可否」（「基準」第３条第２号のイ）を協議する。

「回答を作成する」こととしたい。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：ここで、回答案を作成するので、休憩とする。 

 

・（休憩中に回答案を作成する） 

 

・委員長：休憩を取り消し、委員会を再開する。回答案を共有する。意見・質疑はな

いか？  

・（意見・質疑なし） 

・委員長：回答として、決定する。次に、ただいま決定した「回答」については、投

書者の氏名記載がないことから「内容の公開（「基準」第４条）」を協議する。この

投書については、「回答を作成」したことから、第４条に規定するホームページ及

び議会だよりの双方により公開することとしたい。異議ないか？ 

・（異議なし） 

 ・委員長：決定する。以上で調査事項「ク」を終了する。 

 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：今週から開始した「議会報告会と町民との意見交換会」について、 

月曜日・火曜日の開催を終え、両常任委員会担当として１回ずつ終了したこと

から、これを踏まえて意見を伺いたい。 



・ 木村委員：農村地域を会場に実施したが、農村地域出身議員が少ないことや、

農業の繁忙期でもあり出席者が少ないことはやむを得ないと感じた。 

・ 中田委員：出席者を増やすための周知方法の工夫も必要と感じた。 

・ 立川委員：資料に「プロアクティブ」という記載があるが、解釈を加えると参

加者の理解が深まると思う。また、説明時点の資料を投影する工夫も効果があ

ると思う。さらに議員個々の動きとして、会場への参加を案内するなど、より

裾野が広がる取組みを率先したい。 

・ 委員長：ただいま発言いただいた意見を踏まえて、本日以降の取組みに反映し

ていきたい。他に委員から「その他」はないか？ 

・ 木村委員：昨年同様に、今年度も議会だよりの表紙の写真について、議会運営

委員の協力をいただきたい。 

・ 委員長：御意見のとおり御協力を了解いただきたい。異議ないか？ 

・ （異議なし） 

・ 委員長：決定する。議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：事務局からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 １名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和７年６月 25日 

議会運営委員会 委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


